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加西市情報伝達システム実施設計業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

加西市が市民への防災及び行政情報を効率的かつ迅速に伝達するため、最新技術を活用した情

報伝達システムの整備にあたり、令和２年度にまとめた基本設計に基づき、実施設計業務として

調査検討のうえ、スマートフォンやタブレット端末を中心としたシステムの整備に向けて仕様書、

機器設置図面及び費用積算書等の作成により、システム内容の諸条件を明らかにする。 

     

２ システムの概要（別添「全体システム構成イメージ図」参照） 

防災情報及び行政情報の市役所から市民への情報伝達手段として、携帯電話網の IP 無線回線

を活用した情報配信システムを中核とする新しい地域のコミュニティ情報システムを構築する。 

また、新システムは４～５年度整備予定の九会・富合南部地区の簡易無線システムと接続連携

するだけでなく、既設の無線・有線回線による各地区単位の放送設備・屋外スピーカー等（７１

設備）のうち接続して継続利用が有効となる地区の放送等設備についても調査の上、可能な分は

約１万８千世帯の市民への一体的な情報伝達手段の一翼を担って融合利用していくものとする。 

さらに、国・県の防災関連システム、市ホームページ、ＳＮＳ等多様な情報伝達手段との連携

や情報弱者への配慮についても検討の上、市の総合的な情報伝達システムをめざすものとする。 

なお、将来拡張として端末を活用した市民サービスの拡充のほか、防災無線回線を整備付加し

通信回線の多重化による防災情報伝達面での一層の信頼性向上などが可能なシステムとする。 

 

３ 適用範囲 

本仕様書は、加西市（以下「甲」という。）が委託する加西市情報伝達システム実施設計業務

（以下「本業務」という。）を受注者（以下「乙」という。）が受託する際に適用する。 

 

４ 業務名 

  加西市情報伝達システム実施設計業務委託 

 

５ 履行場所 

  加西市全域 

 

６ 履行期間 

  業務委託契約締結日から令和５年３月２４日（金）まで 

  ただし、整備の概算費用については令和４年１０月３１日（月）までに提出とするものとする。 

 

７ 主任技術者 

乙は主任技術者を選任し、甲に通知するものとする。主任技術者は、携帯端末アプリ、防災・

行政情報の業務、有線・無線通信、システム開発・運用の多岐にわたる業務実施のために必要な

知識・資格を持ち、情報伝達システムの設計・構築に関する実務経験を５年以上有する者とする。 
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８ 関係法令等 

本業務の実施にあたっては、加西市地域防災計画・加西市水防計画に準拠するとともに、本仕

様書に定めるもののほか、次の関係法等（政省令、規則等を含む）を遵守しなければならない。 

(1) 電波法 

(2) 電気通信事業法 

(3) 有線電気通信法 

(4) 建築基準法 

(5) 消防法 

(6) 国際標準化機構標準（ＩＳＯ）、日本産業規格（ＪＩＳ） 

(7) 電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

(8) 日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

(9) 電子情報技術産業協会標準規格（ＪＥＩＴＡ） 

(10) ＡＲＩＢ標準規格 

(11) 総務省電波法関係の無線局免許方針 

(12) その他関係法、条例等 

  

９ 業務内容 

(1) 調査検討業務 

ア システム機能 

戸別受信機に代わるスマートフォン（個人保有）やタブレット端末（配布）活用の防災及

び行政情報の情報配信システムの対象範囲や機能を定めるため、先進事例や開発動向を調査

し、既製ソフトの機能・価格等比較検討の上、組み合わせや必要な付加機能を明らかにする。

情報弱者対応、セキュリティ対策、停電・障害対策、テストや研修・訓練環境も検討する。 

イ 既存放送等設備の現地調査（別表「簡易無線システム」、「自治会設備」参照） 

九会・富合南部地区の簡易無線システム及びその他の既存の戸別受信機・屋外スピーカー

による自治会単位の放送等設備との一体的な融合運用可能性の検討のため、現状を調査する。 

ウ システム構成範囲及び移行方法の検討 

    各地区の既存放送等設備の接続適否判定条件を検討し作成するとともに、設定した条件等

に基づき、システム接続の適否を判定のうえ、融合したシステムとして円滑に運用できるよ

うに構成範囲を決定する。連携する設備については追加・改修する箇所の情報を整理する。 

  エ 携帯電話網のエリア調査 

    携帯電話網の IP 無線回線の利用にあたり、市内における主要４社のサービスエリアにつ

いて机上検討し、エリア外縁部等の不感地域については実地調査の上、対応を検討する。 

 オ 基地局配置検討調査 

将来設置の可能性が見込まれる、防災行政無線の数局の基地局及び再送信子局 10 局程度

については、机上検討を実施の上、最適な設置位置の基礎資料作成と接続方法を検討する。 

 カ 整備・移行スケジュール、運用計画 

    情報伝達システム整備工程と既存放送等設備の併用・移行手順及び運用方針・ルール作成、

自治会長等利用者への説明会開催、多国語対応、定期的な訓練や研修の計画を作成する。 
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(2) 情報伝達システム設計図書作成業務 

ア 調査報告書 

  ①既存放送等設備調査報告、機器設置場所現地調査報告（写真を含む） 

②携帯電話網エリア調査報告、基地局配置検討調査報告 

③整備・移行スケジュール、運用計画書 等 

イ システム仕様書 

    情報伝達システム整備事業にかかるシステム・機器の機能発注のための仕様書を作成する。 

   自治会長及び住民等に対して防災情報の迅速な伝達だけでなく、平常時は市役所各課の行政

情報（ＰＤＦ文書等）の効率的な配信や利用者からの情報提供・回答ができるしくみとする。 

    また、防災及び行政分野の音声・テキスト・写真・文書等を対象情報とするクラウドサー

ビスの活用を想定しているが、145 自治会長から一般住民への情報転送、利用者管理の効率

化策、情報システムや通信回線の障害発生時の代替方法についても明示するものとする。 

① システム構成（端末及びクラウドサービス、ネットワーク、センター（市役所）） 

② スマートフォン・タブレット用端末アプリの機能及びアイコン・画面デザイン条件 

③ 端末アプリの画面表示更新周期及び端末アプリネットワーク環境 

④ スマートフォン・タブレット端末への情報配信管理機能（クラウド側、市役所側） 

⑤ 端末アプリと情報配信管理機能とのインターフェース条件 

⑥ 利用者・グループ管理機能（登録・変更等）及び情報管理機能（配信予約、既読等） 

⑦ 端末アプリと通信アプリ（自治会内で情報転送・共有するＬＩＮＥ等）との連携機能 

⑧ 国県システム・簡易無線システム・既存放送等設備や市ＨＰ・ＳＮＳ等との連携機能 

⑨ 端末アプリ、情報配信管理システム及び基盤ソフトの非機能要件（ライセンス数等） 

⑩ 通信回線の非機能要件（回線数、容量等） 

⑪ 機器仕様（操作管理卓、ネットワーク機器、端末機器、連携接続機器、非常用電源等） 

⑫ 将来拡張機能（高齢者見守りシステムや防災情報システム付加、防災無線回線多重化） 

ウ 設置図面 

    情報伝達システム整備事業にかかる機器・配線等の設備設置工事図面として作成する。 

① システム系統図、ネットワーク構成図、配線系統図 

② 市役所センター機器配置図 

③ 既在放送等設備接続配線工事図 

エ 費用積算書 

    国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）の最新

版に準拠して、機材単価、人工等から設計積算する。機器ハードのほかソフトウェアを含み

見積りの場合は 3者以上を原則とするほか、別途、アプリやシステム等のライセンス使用料、

保守料、回線使用料などの年間維持管理費と既存放送等設備の改修費用についても算出する。 

    また、将来拡張機能は参考事例により整備及び維持管理の概算費用を提示するものとする。

なお、既存放送等設備の改修費・維持管理費については各自治会の負担を想定している。 

 

10 着手前の提出書類 

乙は契約締結後、作業着手前までに速やかに次の書類を甲に提出するものとする。 

(1) 業務計画書（工程表を含む） 
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(2) 着手届 

(3) 主任技術者届 

(4) その他発注者が指定する書類 

 

11 打合せ等 

甲、乙の円滑な意思疎通を図るため、定期的な打合せを実施することとする。 

(1) 業務着手時   １回 

(2) 業務期間内   月に 1回以上（定例会議の実施） 

(3) 業務終了時   １回 

 

12 成果品 

  次のとおりとし、提出部数及び提出形式、内容等の詳細は甲乙協議の上、決定するものとする。 

(1) 調査報告書、システム仕様書、設置図面、費用積算書（いずれも電子媒体提出を含む。） 

(2) その他、議事録等の市が必要とする資料等 

 

13 再委託の制限 

  乙は、本業務の全部又は一部を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。ただし、あらか

じめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

14 資料の貸出 

  甲は、業務遂行に必要な関係資料を乙に貸し出すものとする。その際、乙は貸与希望の書類一

覧を作成の上、甲に提出し、貸与された関係資料等が必要なくなった場合や甲からの関係資料の

返却依頼があった場合、業務を完了した場合には遅滞なくこれを甲に返却しなければならない。 

 

15 知的財産権等 

  本業務の実行に当たり、成果品にかかる新たに生じた著作権は甲に帰属するものとする。 

また、本業務の遂行に当たり第三者の著作権等に抵触するものについては、乙の責任において

適正に処理するものとする。 

 

16 守秘義務 

  乙は、業務の実施過程で知り得た情報や成果品、資料等については、甲の許可なく外部に公表

してはならない。本業務履行期間中だけでなく、本業務終了後においても、同様とする。 

  乙は、本業務により知り得た甲や関連事業者に関する機密事項について、適切に管理する体制

を確立しなければならない。 

 

17 その他 

  本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合については、甲乙協議の上、決定することと

する。 

  また、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務実施の上で当然行わなければならな

いと認められることについては、乙の責任において実施するものとする。 









加西市情報伝達システム 全体構成イメージ図

兵庫県
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本事業での整備範囲
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簡易無線システム  
九会・富合南部地区を対象に基地局・再送信設備については、令和４年度に設置し、ハザード 

マップで浸水が想定されている８町については、個別受信機の配布を行う。 
  残りの１１町については、令和５年度の早い時期に個別受信機を配布予定である。 
 

        整備内容 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要設備 設置場所 数量 単位 

基地局設置 南部公民館 １ 式 

再送信設備 南部公民館 

網引営農センター 

田原町公会堂 

別府中公民館 

 

４ 

 

局 

デジタル個別受信機 各世帯 2,219 台 

システム概要図 整備対象エリア 
別府中町公民館 

南部公民館 
網引営農センター 田原町公会堂 


